
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目

次

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
第
一
号
関
係
）

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
第
二
号
関
係
）

2

‥
‥
‥
‥
‥

○

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
第
三
号
関
係
）

7

○

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
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○

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
第
一
号
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四
条

航
空
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
二
回
以
内
行

第
四
条

航
空
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
二
回
以
内
行

う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。
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○

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
第
二
号
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
四
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
五
条
関
係
）

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

区

分

手
数
料
の
額

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

区

分

手
数
料
の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

空
港
等
に
つ
い
て
法
第
四
十

ヘ
リ
ポ
ー
ト

九
万
五
千
八
百
円

五

空
港
等
に
つ
い
て
法
第
四
十

ヘ
リ
ポ
ー
ト

九
万
五
千
八
百
円

七
条
第
三
項
の
検
査
を
受
け
る

七
条
第
二
項
の
検
査
を
受
け
る

者

そ
の
他
の
空
港
等

十
九
万
五
千
百
円

者

そ
の
他
の
空
港
等

十
九
万
五
千
百
円

別
表
第
五
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
六
条
関
係
）

納
付
し
な

納
付
し
な

け
れ
ば
な

区

分

手
数
料
の
額

け
れ
ば
な

区

分

手
数
料
の
額

ら
な
い
者

ら
な
い
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

航
空

飛
行
場

陸
上
空

精
密
進
入

航
空
機
を
使
用
し
て

九
十
一
万
八

五

航
空

飛
行
場

陸
上
空

精
密
進
入

航
空
機
を
使
用
し
て

九
十
一
万
八

保
安
施

灯
火

港
等
の

用
灯
火

検
査
を
行
う
場
合
で

千
九
百
円

保
安
施

灯
火

港
等
の

用
灯
火

検
査
を
行
う
場
合
で

千
九
百
円

設
に
つ

飛
行
場

あ
っ
て
、
国
土
交
通

設
に
つ

飛
行
場

あ
っ
て
、
国
土
交
通

い
て
法

灯
火

省
の
航
空
機
を
使
用

い
て
法

灯
火

省
の
航
空
機
を
使
用

第
四
十

す
る
と
き

第
四
十

す
る
と
き

七
条
第

七
条
第
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三
項
の

そ
の
他
の
場
合

十
四
万
三
千

二
項
の

そ
の
他
の
場
合

十
四
万
三
千

検
査
を

二
百
円

検
査
を

二
百
円

受
け
る

受
け
る

者

夜
間
着
陸

進
入
灯

航
空
機
を

七
十
五
万
三

者

夜
間
着
陸

進
入
灯

航
空
機
を

七
十
五
万
三

用
灯
火

の
検
査

使
用
し
て

千
九
百
円

用
灯
火

の
検
査

使
用
し
て

千
九
百
円

が
含
ま

検
査
を
行

が
含
ま

検
査
を
行

れ
る
場

う
場
合
で

れ
る
場

う
場
合
で

合

あ
っ
て
、

合

あ
っ
て
、

国
土
交
通

国
土
交
通

省
の
航
空

省
の
航
空

機
を
使
用

機
を
使
用

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の

十
二
万
七
千

そ
の
他
の

十
二
万
七
千

場
合

六
百
円

場
合

六
百
円

そ
の
他

航
空
機
を

六
十
一
万
九

そ
の
他

航
空
機
を

六
十
一
万
九

の
場
合

使
用
し
て

千
四
百
円

の
場
合

使
用
し
て

千
四
百
円

検
査
を
行

検
査
を
行

う
場
合
で

う
場
合
で

あ
っ
て
、

あ
っ
て
、

国
土
交
通

国
土
交
通

省
の
航
空

省
の
航
空

機
を
使
用

機
を
使
用

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の

十
二
万
七
千

そ
の
他
の

十
二
万
七
千

場
合

六
百
円

場
合

六
百
円

そ
の
他
の

航
空
機
を
使
用
し
て

六
十
万
円

そ
の
他
の

航
空
機
を
使
用
し
て

六
十
万
円
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も
の

検
査
を
行
う
場
合
で

も
の

検
査
を
行
う
場
合
で

あ
っ
て
、
国
土
交
通

あ
っ
て
、
国
土
交
通

省
の
航
空
機
を
使
用

省
の
航
空
機
を
使
用

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の
場
合

十
万
八
千
二

そ
の
他
の
場
合

十
万
八
千
二

百
円

百
円

そ
の
他
の
飛
行
場
灯
火

九
万
二
千
七

そ
の
他
の
飛
行
場
灯
火

九
万
二
千
七

百
円

百
円

航
空
灯
台

八
万
七
千
六

航
空
灯
台

八
万
七
千
六

百
円

百
円

Ｎ
Ｄ
Ｂ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で

二
十
二
万
六

Ｎ
Ｄ
Ｂ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で

二
十
二
万
六

あ
っ
て
、
国
土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用

千
六
百
円

あ
っ
て
、
国
土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用

千
六
百
円

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の
場
合

十
万
四
千
円

そ
の
他
の
場
合

十
万
四
千
円

Ｖ
Ｏ
Ｒ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で

七
十
二
万
四

Ｖ
Ｏ
Ｒ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で

七
十
二
万
四

あ
っ
て
、
国
土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用

千
七
百
円

あ
っ
て
、
国
土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用

千
七
百
円

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
千
六

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
千
六

百
円

百
円

計
器
着

グ
ラ
イ
ド
ス
ロ
ー

航
空
機
を
使
用
し
て

六
十
六
万
五

計
器
着

グ
ラ
イ
ド
ス
ロ
ー

航
空
機
を
使
用
し
て

六
十
六
万
五

陸
装
置

プ
装
置
を
含
む
場

検
査
を
行
う
場
合
で

千
百
円

陸
装
置

プ
装
置
を
含
む
場

検
査
を
行
う
場
合
で

千
百
円

合

あ
っ
て
、
国
土
交
通

合

あ
っ
て
、
国
土
交
通
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省
の
航
空
機
を
使
用

省
の
航
空
機
を
使
用

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の
場
合

十
五
万
五
千

そ
の
他
の
場
合

十
五
万
五
千

二
百
円

二
百
円

そ
の
他
の
場
合

航
空
機
を
使
用
し
て

三
十
九
万
五

そ
の
他
の
場
合

航
空
機
を
使
用
し
て

三
十
九
万
五

検
査
を
行
う
場
合
で

百
円

検
査
を
行
う
場
合
で

百
円

あ
っ
て
、
国
土
交
通

あ
っ
て
、
国
土
交
通

省
の
航
空
機
を
使
用

省
の
航
空
機
を
使
用

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の
場
合

十
二
万
五
千

そ
の
他
の
場
合

十
二
万
五
千

九
百
円

九
百
円

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で

二
十
三
万
八

Ｄ
Ｍ
Ｅ

航
空
機
を
使
用
し
て
検
査
を
行
う
場
合
で

二
十
三
万
八

あ
っ
て
、
国
土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用

千
四
百
円
（

あ
っ
て
、
国
土
交
通
省
の
航
空
機
を
使
用

千
四
百
円
（

す
る
と
き

電
子
検
査
申

す
る
と
き

電
子
検
査
申

請
の
場
合
に

請
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、

あ
っ
て
は
、

二
十
三
万
八

二
十
三
万
八

千
円
）

千
円
）

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千

そ
の
他
の
場
合

十
一
万
五
千

八
百
円
（
電

八
百
円
（
電

子
検
査
申
請

子
検
査
申
請

の
場
合
に
あ

の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

っ
て
は
、
十

一
万
五
千
四

一
万
五
千
四

百
円
）

百
円
）
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衛
星
航

衛
星
経
由
送
信
型
衛
星
航
法
補
助
施
設

十
四
万
七
千

衛
星
航

衛
星
経
由
送
信
型
衛
星
航
法
補
助
施
設

十
四
万
七
千

法
補
助

円

法
補
助

円

施
設

施
設

地
上
直
接
送
信
型

航
空
機
を
使
用
し
て

八
十
六
万
四

地
上
直
接
送
信
型

航
空
機
を
使
用
し
て

八
十
六
万
四

衛
星
航
法
補
助
施

検
査
を
行
う
場
合
で

千
九
百
円

衛
星
航
法
補
助
施

検
査
を
行
う
場
合
で

千
九
百
円

設

あ
っ
て
、
国
土
交
通

設

あ
っ
て
、
国
土
交
通

省
の
航
空
機
を
使
用

省
の
航
空
機
を
使
用

す
る
と
き

す
る
と
き

そ
の
他
の
場
合

十
万
九
千
八

そ
の
他
の
場
合

十
万
九
千
八

百
円

百
円
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○

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
第
三
号
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
空
港
又
は
空
港
航
空
保
安
施
設
の
検
査
）

（
空
港
又
は
空
港
航
空
保
安
施
設
の
検
査
）

第
一
条

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
以

第
一
条

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年

政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

附

則

（
民
間
航
空
専
用
施
設
又
は
共
用
空
港
航
空
保
安
施
設
の
検
査
）

（
民
間
航
空
専
用
施
設
又
は
共
用
空
港
航
空
保
安
施
設
の
検
査
）

第
二
条

法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条
第
三
項

第
二
条

法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
航
空
法
第
四
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行
令
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す

の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
施
行
令
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す

る
。

る
。
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○

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
原
子
力
事
業
所
）

（
法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
原
子
力
事
業
所
）

第
二
条

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
原
子
力
事
業
所
は
、
原
子
力
災
害
対

第
二
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
原
子
力
事
業
所
は
、
原
子
力
災
害
対

策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す

策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す

る
原
子
力
事
業
所
と
す
る
。

る
原
子
力
事
業
所
と
す
る
。
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